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５.運営指導検査担当者から

お願いしたいこと
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ここからは、運営指導の検査担当者から皆さまへのお願いをお伝えします。 

本日のお願いの要点は、①“見れば分かる記録”の整備、②研修・訓練の計画と証跡、③

返還時の迅速・正確な提出です。“やっている”だけでは不十分、“やった証拠”まで整え

る、を合言葉に、日々の運営にお役立てください。 
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記録が重要

●サービスの提供があったか、なかったかの確認
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記録は、完結の日から５年間の保存

「やっていました」と口頭で言うだけでは、
本当かどうか確認できない

〇提供した記録によって、確認できる

 

 

まず最初に、記録は極めて重要です。 

運営指導では、サービスが適正に提供されたかどうかを、過去の記録で確認します。 

『やっていました』という口頭説明だけでは確認できません。 

提供した事実が分かる記録をもって説明できるように整えてください。 

また、記録の保存期間は完結日から5年間です。 

日々の記録が将来の自分たちを守ることを、改めて意識していただければ幸いです。 
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① 記録は、（一部のサービスを除き）サービスの提供の都度記録すること。

② 日時、場所、担当者名、結果や成果、原因、方法など、できる限り詳細

で簡潔な文章にまとめる。

運営指導時に確認する記録について3

③ 記録の改ざんを疑われないようにすること。

（鉛筆など、あとから消しゴムで消したり、書

き直しが出来るものは不可。記入にはボールペ

ンなどを使う。修正液も不可。もし書き間違い

があった場合は、見え消しでラインを引いて、

その上に書き直す。）

 

 

原則は（一部のサービスを除き） “サービス提供の都度”に記録します。 

内容は、日時・場所・担当者・結果や成果・原因・方法を、簡潔かつ具体的に残してくだ

さい。 

また、改ざんを疑われない書き方も重要です。 

鉛筆や修正液は不可、ボールペンで記載し、誤記は見え消しの一本線で訂正します。 

電子記録の場合は入力日・訂正履歴が残るため、やむを得ない修正には理由や変更箇所が

分かるメモを残して、信頼できる記録にしてください。 
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④ サービス提供記録は、サービスを提供したことの証拠であり、報酬請求

の根拠となる。特に「サービス提供時間」は、報酬の請求の根拠として、

実際にサービスが提供された実時間を記載しなければならない。

運営指導時に確認する記録について4

「管理者の管理状況の確認」で必要な記

載項目の例

1.職員の遅刻・早退・欠勤とその理由、入

退社の記録

2.職員からの相談、指示等の記録

3.利用の申し込み関連の記録

4.担当者会議、打ち合わせ、研修などの

実施記録

5.一日の様子などの特記事項

6.計画書に係る打ち合わせ

7.体調急変や事故などのへの指示記録

⑤ 運営指導では業務日誌の提示も求める。業務日誌で主に必要となる項目

は以下２つ。

1. その日の利用者数

2. 管理者の職務

「２.管理者の職務」については、

管理者がしっかり一元管理を行っているか

を確認。管理者は必ず業務日誌に目を通し

て、確認の押印（又はサイン）と共に、

職員によって記載された内容について指示

した内容をコメント欄などに記録。
 

 

サービス提供記録は報酬請求の根拠です。 

特にサービス提供の“時間”は、実際の提供実時間を正確に記載してください。 

加えて、運営指導では業務日誌の提示も求めます。 

見るポイントは主に2つ、①その日の利用者数、②管理者の職務です。 

管理者の皆さまは、業務日誌に必ず目を通し、押印やサインのうえ、必要な指示やコメン

トを記録してください。 

例として、遅刻・欠勤・入退社の記録、職員からの相談や指示、申込関連、会議・研修実

施、特記事項、計画書協議、体調急変や事故への指示など、管理状況が一元的に分かる記

載が望まれます。 
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⑥ 研修の実施記録の注意点

運営指導では年間の研修スケジュールを確認。内部研修スケジュール

では、運営規程に盛り込まれた、衛生管理、防災などの研修は当然と

して、利用者の権利擁護、虐待防止、身体拘束なども含める。また、

サービス提供方法、感染症対策、個人情報保護、コンプライアンス対

策にも研修の時間を取ることが大切。

内部研修または外部研修に参加した場合は、

必ず研修記録を作成する。最低限の記載事項は、

実施日時、実施場所、参加者、研修内容、当日

の資料などを記載して研修記録ファイルに保存。

5 運営指導時に確認する記録について

 

 

運営指導では、年間の研修スケジュールを確認します。 

内容は、衛生管理や防災はもちろん、利用者の権利擁護、虐待防止、身体拘束の適正化、

さらにサービス提供方法、感染症対策、個人情報保護、コンプライアンスまで、計画的に

網羅してください。 

内部・外部いずれの研修でも、必ず“研修記録”を作成します。 

実施日時、場所、参加者、研修内容、当日の資料を最低限の項目としてファイルに保存し

ます。 

可能であれば研修風景の写真も添付し、参加と内容が一目で分かる形にしておくと効果的

です。 
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⑦ 防災訓練の記録の注意点

防災訓練の実施後は、必ず訓練記録を作成して保管。

防災訓練は、原則サービス提供時間に利用者と共に行う。訓練の様子

を写真に撮ってプリントし、記録とともにファイルしておくことが望

ましい。
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運営指導時に確認する記録について

⑧ 事故・苦情者への対応記録の注意点

サービス提供中の事故や苦情があった場合は、必ず記録を付ける。事

故は未然に防がなければならないため、ヒヤッとしたことやハッとし

たことは「ヒヤリハットシート」として記載。

⑨ 事故発生の報告の記録の注意点

起きた事故の程度によっては、市役所への報告が義務。

※事故等報告書の様式例は、八王子市障害者福祉課のHPにあります。

 

 

防災訓練の実施後は必ず“訓練記録”を作成・保管してください。 

訓練は原則、サービス提供時間内に利用者とともに実施します。 

訓練中の写真を記録に添付しておくと、説明が要らない“見れば分かる”証拠になりま

す。 

また、事故・苦情への対応記録も必須です。ヒヤリ・ハットの段階からシートに記録し、

職員研修で共有し、再発防止策までを記録に残してください。 

なお、事故の程度によっては市への報告が義務です。骨折等の重傷、24時間以上の所在不

明、暴行・虐待の判明、重大な感染症などは速やかに連絡してください。様式は八王子市

障害者福祉課のHPから入手できます。 
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障害福祉サービス事業所が減算や加算の不適切算定等により返還の指示を

受けた場合には、返還額を正確に把握し、返還した事実を認定するため、

行政側が事業者に書類の提出を求めています。
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返還が生じた場合の提出書類について

① 介護給付費等請求書・明細書の写

しの提出

返還対象月すべての分について

利用者別・日数・単位数などを確認するため

※ 紙ベースだと枚数が膨大になるためにPDFファイ

ルでの送信をお勧めしています。

 

 

次に、減算や加算の不適切算定等で返還が生じた場合の提出書類です。 

まず、返還したことを確認するために『介護給付費等請求書・明細書の写し』を、原則と

して返還対象月すべての分、利用者別・日数・単位数が確認できる形で提出してくださ

い。紙だと膨大になりますので、PDFでの提出を推奨します。 
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8

返還が生じた場合の提出書類について

② 報酬返還額一覧表の提出

返還額の総額を確認するため

※ 該当する利用者の数、エクセルのシートをコピーして作成する必要があります。
報酬返還額一覧 事業所名 グループホーム〇〇

1234 八王子　太郎 R6.4 R6.10

共同生活援

助サービス

費(Ⅰ) 600 31 18,600

共同生活援

助サービス

費(Ⅰ) 600 31 18,600

〃 〃 〃 〃

日中支援

加算(Ⅱ) 539 3 1,617

日中支援

加算(Ⅱ) 539 2 1,078

日中支援加算
(Ⅱ)誤り（１回
分）

〃 〃 〃 〃 (合計) 20,217 215,917 194,325 21,592 0 (合計) 19,678 210,161 189,144 21,017 0 5,756 5,181 575 0

1234 八王子　太郎 R6.5 R6.10

共同生活援

助サービス

費(Ⅰ) 297 31 9,207

共同生活援

助サービス

費(Ⅰ) 297 31 9,207

〃 〃 〃 〃
帰宅時支
援加算 187 4 748

帰宅時支
援加算 187 1 187

帰宅時支援加
算誤り（3回分）

〃 〃 〃 〃 (合計) 9,955 106,319 95,687 10,632 0 (合計) 9,394 100,327 90,294 10,033 0 5,992 5,393 599 0

1235 八王子　花子 R6.4 R6.10
放デイ４１
２ 609 3 1,827

放デイ４１
２ 609 2 1,218

提供時間誤り
（1日分）

放デイ４１
１ 574 1 574

(合計) 1,827 19,512 17,560 1,952 0 (合計) 1,792 19,138 17,224 1,914 0 374 336 38 0

31,999 341,748 307,572 34,176 0 30,864 329,626 296,662 32,964 0 12,122 10,910 1,212 0

合計単位数 費用額 給付費支給額
利用者

負担額

公費

負担額

※身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算は除く。

（事業種別：　共同生活援助　） 支給市町村（　　八王子市　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正

サービス内容 単位数

返還額

返還理由
費用額 給付費支給額

利用者

負担額

公費

負担額

合　　計

回数

※支給市町村ごとに作成してください。

※この資料によりがたい場合には、各利用者に係る返還額を示す別
の資料で代替可能です。

受給者証番号 利用者氏名
サービス

提供年月

過誤申立書
提出

予定年月

誤

サービス内容 単位数 回数
利用者

負担額

公費

負担額
合計単位数 費用額 給付費支給額

【記入例の説明】

八王子太郎 ・・・ 令和６年4月 ○○加算を2回分誤請求

令和６年5月 ○○加算を3回分誤請求

八王子花子 ・・・ 令和６年4月 提供時間1日分誤り（1.5時間超 ３時間以下→30分以上 １．５時間以下） 障害福祉サービス費請求書・明細書を参照して作成すること
○ 事業種別（居宅介護、共同生活援助、就労継続支援事業・・・など）ごとに一覧を作成してください。

○ その月の明細すべてについてご記入ください。

○ 受給者証番号順、月順にご記入ください。

○ 返還件数が多くなる場合は、利用者ごとに合計金額が出るように、一覧を

作成してください。

R6.4の場合、2024/4と
入力してください。

報酬返還額一覧表
記入例

※身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算は除く。

使っているシステムからCSV出力等で

返還額の総額が分かるようであれば、

この様式でなくとも結構です。

 

 

次に、『報酬返還額一覧表』です。これは返還額の総額を確認するためのものです。該当利

用者の人数分、シートをコピーして作成してください。 

なお、身体拘束廃止未実施減算・虐待防止措置未実施減算は変則的な返還方法となるため

除外されます。もしシステムからCSV等で総額が分かる場合は、この様式に限らず負担の無

い方法で提出していただいても構いません。 
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障害福祉サービス事業所において減算や加算の不適切算定等により返還の指示

を受けた場合には、「処遇改善加算」についても返還が生じます。
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返還が生じた場合の留意点について

処遇改善加算の基本構造

処遇改善加算額＝（基本報酬+算定可能な各種加算）×加算率

上記の算定式の中で

⚫ 算定できなかった報酬・加算

⚫ 後から減算・取り消しされた報酬

は当初から「無かったもの」として扱われるため、返還が生じます。

※ 事業所にとっては、減算や加算返還が生じると返還という

直接的な経済的負担だけでなく、事務手続き上の負担も、

生じますのでご留意願います。

 

 

返還が生じた場合、処遇改善加算にも影響します。 

処遇改善加算額は、基本報酬と算定可能な各種加算の合計に加算率をかけて計算されるた

め、算定できなかった報酬・加算や、後から減算・取消となった報酬は、当初から“なか

ったもの”として再計算され、処遇改善加算分にも返還が生じる点にご留意ください。 

返還は金銭面だけでなく、事務負担も大きくなります。日頃の自己点検と記録整備で、そ

もそも返還を生じさせない運営を徹底しましょう。 
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令和７年度（2025年度）

指定障害福祉サービス事業者等集団指導は以上で終了です。
ありがとうございました。
なお、令和６年度の報酬改定のポイント解説については、
下記のリンク先から動画を見ることができますので、必ず
確認するようにしてください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定のポイント解説

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/012/001/p033857.html

受講確認については、

必ず各事業所へメールしたForms

のURLリンク先に入力してください。
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こちらを読み取るとポイント解説の
ページにリンクします

 

 

令和7年度の集団指導は以上になります。ありがとうございました。 

令和6年度の報酬改定ポイント解説は、市のWebページに動画を掲載しています。 

受講確認は、各事業所へメール送付したFormsのURLから入力してください。本日の内容の

復習と現場展開に、ぜひご活用ください。 

 

 

 


